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８ 番 府  川   議席番号８番、府川輝夫。 

件名、「足柄上地区ごみ処理広域化をどう考えるか」。 

令和５年４月に、これまでの「あしがら上地区資源循環型処理施設整備調

整会議」から「足柄上地区ごみ処理広域化協議会」へと組織を移行し、南足

柄市と足柄上郡５町によるごみ処理広域化事業が推進されている。町では、

令和５年２月の町議会全員協議会において、「足柄上地区新可燃ごみ処理施

設整備事業の進捗状況について」説明し、令和５年度の岸地区自治会長会議

をはじめ、各地区の連合自治会長会議において、事業化の概要や町の考え方

及び意見交換などを実施している。 

令和５年11月15日に開かれた岸地区の住民説明会においては、搬入による

交通面を含め、多くの住民から心配や建設反対の意見などが出されていた。

今後は、町の合意形成を経て、足柄上地区ごみ処理広域化協議会において、

さらに事業を推進されると思うが、足柄上地区ごみ処理広域化について町長

のお考えを伺う。 

１つ目としましては、現在の事業推進状況と今後のスケジュールは。 

２つ目です。広域化による効果や新たな取組は。 

３つ目として、住民説明会等で出された意見は。 

４つ目、他の市町からの搬入ルートの安全対策は。 

５つ目、広域化に係る町の合意形成はどのように行うのか。 

以上です。 

議      長   答弁願います。 

町長。 

町      長   それでは、府川輝夫議員から「足柄上地区ごみ処理広域化をどう考えるか」

についての御質問をいただきました。 

初めに、１点目の御質問の「現在の事業推進状況と今後のスケジュールは」

についてでございますが、足柄上地区ごみ処理の広域化の経緯といたしまし

ては、平成25年４月に「あしがら上地区資源循環型処理施設整備調整会議」

を設置し、足柄上地区１市５町のごみ処理広域化の検討を再スタートいたし

ました。 

直近の主な動向といたしましては、令和３年度にごみ処理広域化に向けた
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基本的な考え方を定めた「足柄上地区ごみ処理広域化に向けた基本方針」を

策定し、令和４年度には、「足柄上地区新可燃ごみ処理施設処理方法等検討

委員会」を設置し、新可燃ごみ処理施設の整備に係る方向性を検討してまい

りました。 

令和５年４月からは、これまでの枠組みである調整会議から、「足柄上地

区ごみ処理広域化協議会」に組織を移行し、施設整備に係る各種調査計画事

業の執行や広域化に係る具体的な課題検討を行っております。 

なお、令和11年度中の施設完成を目指して、今後も各種調査計画事業を行

い、施設の整備、運営事業の発注に向けた事前準備を進めるほか、可燃ごみ

施設を集約した後の跡地活用、不燃・資源ごみの取扱いなどについても検討

していくとともに、広域化事業に御理解をいただくため、引き続き説明会等

を行ってまいります。 

次に、２点目の御質問の「広域化による効果や新たな取組は」についてで

ございますが、広域化により期待される効果につきましては、一定規模以上

のごみ処理施設で24時間安定的にごみを燃焼させることで、ダイオキシン類

を削減するなど環境対策に優れた施設になることや、資源ごみを一定量以上

安定的にリサイクル処理することで、３Ｒの推進やごみの減量化、資源化が

図られるものと期待しております。 

さらに、建築費等のスケールメリットや施設運営、維持管理費等のコスト

削減も見込めると試算しております。 

また、新たな取組についてですが、新可燃ごみ処理施設では、脱炭素の環

境面やエネルギー回収等による費用面での効果を勘案するとともに、余熱を

利用することも検討しております。 

次に、３点目の御質問の「住民説明会等で出された意見は」についてでご

ざいますが、本町は建設予定地に隣接することから、これまでに岸地区自治

会長会議や連合自治会長会議などにおきましても、情報提供や意見交換をさ

せていただくとともに、令和５年11月15日には岸地区の第１回目の住民説明

会を開催し、多くの御意見等をいただきました。 

そこでの主な御意見といたしましては、建設予定地が住宅地に近過ぎるこ

となどが挙げられました。また、交通に関することや、さらには生活環境に
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関することなどもあり、全体の雰囲気といたしましては、大変厳しい御意見

や御心配の声をいただいたと認識しております。第２回目となる２月21日の

住民説明会では、ごみ処理広域化事業に対する町の考えは前に進めることで

あり、懸念することとしては、その解決に取り組んでいくと説明させていた

だきました。今後も新可燃ごみ処理施設の建設に関する、より具体的な説明

や意見交換をしていくことの御理解をいただいたところです。 

住民説明会での御意見等については、ごみ処理広域化協議会事務局や１市

４町へ速やかに情報を提供し、共通の課題として認識するとともに、その解

決に向けた対策等についてしっかりと検討してまいります。 

次に、４点目の御質問の「他の市町からの搬入ルートの安全対策案は」に

ついてでありますが、広域化により新可燃ごみ処理施設へのごみ収集車等の

搬入車両台数の増加が想定されるため、搬入ルートにおける安全対策は必須

と考えております。一般的に搬入車両台数の増加に対しましては、「特定の

時間に集中しないよう、施設への搬入時間を分散させる」ことや「搬入待ち

とならないよう、待機駐車場を確保する」といった対策が考えられますが、

具体的な対策については、今後搬入ルートも含め、地元からの御意見・要望

等を踏まえながら検討してまいります。 

次に、５点目の御質問の「広域化に係る町の合意形成はどのように行うか」

についてでありますが、ごみ処理広域化事業につきましては、広域化のスケ

ールメリットを生かし、足柄地区における一般廃棄物を適正処理するために、

１市５町の執行者による会議をはじめ、副執行者及び課長それぞれの会議等

の中で十分な協議を重ねながら進めているところです。引き続き情報提供や

意見交換等を行うとともに、町とごみ処理広域化事務局とが連携して、住民

説明会をはじめ、施設見学等を開催するなど、本事業への協力について理解

を求めていきたいと考えております。 

また、ごみ処理広域化協議会で決定された内容は、各市町議会や一部事務

組合議会にも御説明をさせていただき、最終的には議会における議決が必要

であると考えております。 

議      長   府川輝夫議員。 

８ 番 府  川   南足柄市の今までの焼却施設の計画や進め方、あるいは場所の選定、そし
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て山北町岸地区も含めた住民への対応等大きな疑問や不信感を持つが、将来

における財政問題は、人口減少とごみの問題と社会環境を取り巻く状況を考

えますと、現在の開成町による西部清掃組合の独自運営については、考え直

す必要があるんではないかなというふうに考えております。この広域のごみ

処理については前に進むべきと考えて、再質問をさせていただきます。 

初めに、ごみの広域化実施計画は、多分平成10年３月の県ごみ処理広域化

計画を受けて、ここの地区のブロックというと、南足柄と上郡５町の１市５

町が現在一つのグループになって広域化ということに議論されておるんです

けれども、この状況になったことは、県からの指導によってごみの広域化を

進めてきたのか、あるいはどこかが中心になって進めてきたのか、この辺に

ついて、まずお聞きします。 

議      長   環境課長。 

環 境 課 長   ごみの広域化でございます。議員の御指摘のとおり、まず国のほう、平成

９年のほうに、ダイオキシン類の対策について、ごみ処理施設の広域化とい

うことが都道府県宛に国から、要はそういう指導、通知がございました。 

また、それを受けた中で、神奈川県はごみ処理広域化計画を平成10年３月

に策定をしてございます。これに基づいた中で、山北町は県西ブロックとい

うことで位置づけて、広域化を検討するというのが過去の経緯でございます。 

議      長   府川輝夫議員。 

８ 番 府  川   この答弁書の中にも何回かスケールメリットという話が出ております。ご

み処理の広域ブロックで、令和２年９月の人口規模ですけれども、一番大き

いのが、一番大きいのというのは川崎、横浜、相模原は既に広域の事業体で

すので、これら三つを除いた中で一番大きいのは湘南東ブロック、いわゆる

藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町、ここの人口がおよそ23万人いるんですよね。人

口規模が一番小さいのが我々、広域をしようとしている南足柄市と足柄上郡、

これがおよそ10万6,000人。当初は多分、小田原市、足柄下郡、そして南足柄

市、上郡の２市８町、これなら小さいながらもある程度のスケールメリット

が出る規模じゃないかなというふうに多分予測されたんじゃないかなと、私

もそう思うんですね。それを合わせると、おおむね当時の人口で33万人、今

若干減っているかもしれませんけども。それと先ほど言った藤沢、茅ヶ崎、
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寒川、73万人。73万人とはいかなくても、30万人とか40万人の規模であれば、

スケールメリットが出るというふうに思います。 

ですから、本来であれば、２市８町でやってくるべきだというふうに思っ

てます。これからはもう皆さん御承知のとおり、人口はだんだん減っていく

わけですよね。例えば、この間、去年ですか、国立社会保障・人口問題研究

所が令和２年度の基準で５年に推移した状況を見ますと、これが引用される

のが、例えば平成11年に建物ができるとすれば、おおむね12年から稼働する

ということを想定すれば、令和２年度が、山北町の人口が9,700人、令和12年、

運用当初多分8,000人、そしてその後、運用されておおむね20年後、2050年に

は4,700人、そして１市５町は、取りあえず現在は10万6,000人ぐらい。そし

て令和12年、稼働時は９万8,000人、そして運用後20年後は７万7,000人。広

域と言いながらも、この規模の中でスケールメリットが果たしてどれだけ出

るのかという不安があるわけですけど、なぜ２市８町の選択をしないで、１

市５町の選択となったのか、この辺の経緯等が分かれば、説明いただきたい

と思います。 

議      長   環境課長。 

環 境 課 長   １市５町になった経緯でございますけれども、先ほど国の資料の下、県の

計画の中で分けられましたというお話をさせていただきましたが、それより

以前に、平成６年３月でございますけれども、１市５町における廃棄物処理

に関する緊急時相互援助協定というのを締結してございます。要は、国の指

導がある前に、１市５町で連携してごみを緊急時のところをやっていきまし

ょうという、そういった背景がまずございます。 

そうした中で、平成９年、先ほどの国のほうの指示の中では、県西地域、

市町村圏協議会環境衛生分科会、これは２市８町でございます。それと足柄

上地区広域行政協議会、これは１市５町で、この二つにおいて、一応検討し

てきたというふうに聞いてございます。 

なお、平成12年に実施しております県西ブロックごみ処理広域化実現可能

性調査、また専門部会等の調査報告の中で、既存の組織の耐用年数、それか

ら各市町の位置関係、収集運搬コスト、要はそのエリアにどこに置くかによ

ってやはり収集コスト、こういったものもある。いろんなそういった総合的
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な判断をさせていただいた中で、平成13年度でございますけれども、足柄上

地区を先行して進めていこうということで、平成14年３月にこの協定を結び

まして、平成14年度から足柄上地区資源循環型処理施設整備準備室、今の前

身になりますけど、こちらを設置してスタートしたという経緯でございます。 

議      長   府川輝夫議員。 

８ 番 府  川   経過はよく分かりました。今さらのように、１市８町でやっていればよか

ったと、これ以上言っても仕方ありませんけども、本来であればスケールメ

リット、あるいは県西も同じような問題を抱えている。それを一緒にやって

いくべきだった。遅いぐらいならというのが私の思いで、まずはその辺の経

過からちょっと説明を受けたいなというふうに思っておりました。 

そして、御承知のように、南足柄市の内山地区、あの地区は左側が岩流瀬

橋があって、内川があって、そして南側は結構高い崖というか斜面があって、

いろんなことがちょっと心配されるんですけども、ごみ処理広域化事業の建

設予定地の災害時等を含めた安全性等が確保されて、ここにしましょうとい

うことになったのかどうか、その辺をちょっと説明願いたいと思います。 

議      長   環境課長。 

環 境 課 長   候補地の選定のほうにつきましては、選定の基準の中でやってございます

けども、先ほどの災害時の安全対策のところでございますけども、御指摘の

とおり、防災ハザードマップには土砂災害警戒区域、これは急傾斜地の崩壊

ということでございますけれども、それと浸水想定区域、これが３メーター

から５メーター未満となってございます。それから家屋倒壊等氾濫監視想定

区域、氾濫流のおそれがあるということでございます。 

また、富士山ハザードマップ、こちらについては火山災害警戒区域という

ことで、溶岩流が７日間で到達する可能性のあるエリアへ該当しているとい

うことでございますが、対策としましては、今現在、盛土ですとか、あとは

浸水してしまわないようにプラットフォームの位置を上げていこうというよ

うな考え方で整理をしております。 

また、河川管理者であります神奈川県とも連携しながら、必要な措置を講

じていくという考え方で今進めているところでございます。 

議      長   府川輝夫議員。 



 

7 

８ 番 府  川   安全対策に問題はないとは言い切れないかもしれないけども、そういった

対策をしているということですよね。そして、広域化によって想定されてい

る新可燃ごみの処理施設の処理能力はどういうふうに算定されて、また、焼

却場が災害ということではなくて、この地域、地震か何かで災害が起こった

ときに、もっと多くのごみが持ち込まれるんではないかなと思うんですけれ

ども、その辺の対策はどのように考えているんでしょうか。 

議      長   環境課長。 

環 境 課 長   まず処理能力の選定根拠でございますけれども、以前、和田議員からも御

質問があった答弁と同じでございますけれども、まず、今、令和３年実績と

しまして、約年間ですけど２万5,000トンのごみがございます。国のほうから

は、１人当たりのごみの排出量を令和７年度までに総排出量日量850グラム、

家庭系につきましては440グラムということで、こういうふうにごみを減量し

なさいということで来ております、目標が掲げられています。 

令和７年度に向けて、ごみの減量化、資源化をやっていくということの考

え方で、令和11年度施設が完成するまでに、令和３年度実績の約15％を下げ

ていくということで、国の掲げている目標にも達成できるというような考え

方で、年間約２万1,500トンでございます。この総量に対しまして、焼却施

設の一般的な計算式でございますけど、これに当てはめますと、焼却施設の

稼働日数が280日というのが一般的だということで、あと調整稼働域という

のがございまして、点検とか修繕等で止まる日数というのを、係数としまし

て0.96という数字がございます。これで割り返しますと、１日必要となるご

み処理施設の規模が約日量80トンということでございますので、80トンとい

うところで、規模としては想定してございます。 

それから、先ほどの災害に対するということで、震災におけます災害廃棄

物をいくつか想定してございますが、その中で発生の切迫性が高い県西部地

震を想定した場合に、災害廃棄物の可燃物の想定が１万700トンを想定して

ございます。 

この１万700トンでございますけれども、先ほどの年間稼働率を280日にプ

ラス30日加えることで、２万4,800トンの処理ができるということですので、

この計算式に当てはめますと、災害廃棄物は３年で通常ごみと合わせて稼働
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日数を増やすことで対応できるだろうというような形で積算しているところ

でございます。 

議      長   府川輝夫議員。 

８ 番 府  川   今、担当課長が答えていただいた積算、これは担当課長としては、ある程

度、ある程度って失礼、専門なら、部署からすればこれは妥当性がある、そ

のように感じますか。それとも、いや、本当はこうがいいんだろうなという

ふうには感じますか。 

議      長   環境課長。 

環 境 課 長   この数字でございますけれども、先ほどの280日という稼働日数とか、これ

はガイドラインに基づくものでございますので、まずはそういったところは

当てはめていくと、この数字になっていく。 

ただ、今このガイドラインについても、282日よりも増やすというような考

え方も国のほうで持ってるようなことも聞いてございますので、こういった

ところの中では、プラス30日ということも可能であるのかなというところで、

この数字については妥当であるというふうに私個人的には感じております。 

議      長   府川輝夫議員。 

８ 番 府  川   南足柄市の40年以上稼働している現在の償却の施設は、１日ではなくて16

時間、フルに24時間じゃなくて日に73トン処理ができるよ。今度こっちで80

トン処理ができるよ。人口の減少も当然あるんでしょうけども、ちょっとあ

んまり言いたくないんですけども、何か南足柄市の規模でありきで造ってき

た。なかなか人口減少もあるから１市５町でそれで何かうまくいけるんじゃ

ないかななんていうのをちょっと勘ぐってしまったんですけども、そういう

ことじゃなくて適正な数値ということでよろしいんですね。 

議      長   環境課長。 

環 境 課 長   今現在、西部清掃組合、開成町と山北町でやってる清掃組合は50トン、日

量50トンとなってます。東部につきましても、南足柄につきましても、それ

より大きな規模の焼却施設となってございます。これが三つを一つにしてい

くことで24時間稼働、これは24時間稼働によりまして、要は償却を立ち上げ

るときとかそういったときに一番やっぱり出やすいのがＯ２といいますか、

ガスが出て発生してきますので、これを24時間やることによって、その発生
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率も抑えられたりとか、大きな焼却施設の中で安定的にごみを燃やしていく

ということが、やはりダイオキシンの削減等にもつながっていくという考え

方でございますので、そういった意味では、１市５町で80トン規模の焼却施

設というのは、妥当だというふうには思っております。 

議      長   府川輝夫議員。 

８ 番 府  川   この施設は、要するに対象物は可燃ごみということなんですけども、可燃

ごみ以外のごみについては、今山北町と開成町でやっている処理は可燃ごみ

だけじゃないよということも前提として、可燃ごみ以外の処理はどのように

考えているんでしょうか。 

議      長   環境課長。 

環 境 課 長   今西部清掃では可燃ごみ以外に不燃ごみをやってございます。今現在、１

市５町では可燃ごみ処理施設を先行して検討してございます。それ以外に、

先ほど言いました不燃ごみがございます。また別には資源ごみというのが、

ペット、プラとかそういったごみはございます。今現在こうしたごみについ

て、どこまで広域化でやっていくのかとか、こういったところの検討を今し

ているところでございますので、この辺の方向性が出ましたら、またお伝え

したいと思うんですけども、今現時点でこういう形だというところまでちょ

っと御説明できる段階ではございませんので、また改めまして、そこは御説

明させていただければと思います。 

議      長   府川輝夫議員。 

８ 番 府  川   実際、令和６年度いろんな調査、今も調査してますけども、そうしないと

次の課題、あるいは数値に置き換わらないだろうなというところは分かるん

ですけれども、なかなかどうなるのかなというのが出てないもんで、町民と

しても議員としても、ちょっとその辺が不安材料がいくつかあるなと。 

あわせて、可燃ごみの最終処分、焼却残渣はどうするのかという考え方は

どうなんでしょうか。 

議      長   環境課長。 

環 境 課 長   前回の全員協議会でも少し資料で御説明をさせていただいてございますけ

れども、まず新しい施設につきましては、できるだけごみの減量化・資源化

をやっていきたいという考え方を持ってございます。そういった意味では、
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焼却灰もできる限り埋立てはせず、民間委託による資源化を目指していきた

いというふうに考えてございます。 

ただ、やはり全量資源化ができるかというところもございます。そういっ

た意味では、埋立て処理も一応視野に入れながら、今現在検討をさせていた

だいてございます。 

議      長   府川輝夫議員。 

８ 番 府  川   いくつか質問したいことは、細かいことを聞きたいなという思いはあった

んですけども、今の説明で、調査、これから検討するよという事項が多分多

いんでしょうから、多分建設費用、あとランニングコスト、そして利用料等

もまだ回答を得られないのかなと思うんですけども、それはどうなんでしょ

うかね。 

議      長   環境課長。 

環 境 課 長   前回の全協と同じように、今現在いろいろそういったところを精査をさせ

ていただいてございますので、精査の概算の部分というところは、少し我々

も検討資料として聞いてはございますけれども、まだまだ少し精査が必要だ

というところの中では、しっかりと情報、数値を固まったもので御説明をし

たいというふうに考えてございますので、今ここで概算の数字どうかという

ことで、私が御説明させていただいて誤解を招くようなことがあってはいけ

ませんので、そのような形で一応やっていければというふうに考えてます。 

また、全てが市町の、要はお支払いではなくて、当然国の交付金であった

り県の補助金等を使いながらやっていきたいという考え方で進めてございま

すので、お願いします。 

議      長   府川輝夫議員。 

８ 番 府  川   その辺は、次の一般質問に控えさせていただいて。全協ではちょっと説明

があったんですけれども、広域化運営主体、これはどのようにするのか。本

会議ですので、改めてお聞きしたいと思います。 

聞く意味というのが、例えば小田原市消防は広域化だと言っているけども、

運営自体は小田原市がしている。山北の一議員が発言力ないんですね。そん

なことを含めて、広域ごみ焼却場はどんなふうな運営体制に、今まだ確定し

たのか、運営体制にするのか、その辺をちょっとお聞かせ願いたいと思いま
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す。 

議      長   環境課長。 

環 境 課 長   こちらのほうも、さきの全員協議会で御説明したところからまだ進展とい

いますか、してはございませんので、事業主体につきましては、一部事務組

合でやっていきましょうということで、今考えられているのが足柄衛生組合、

こちらのほうを事務範囲を拡大するという形の方向で、一応確認をさせてい

ただいております。 

また、この件に関しましては、令和５年12月15日付でございますけども、

事務分掌で足柄上地区のごみ処理広域化協議会、これは南足柄市長でござい

ますけど、そこから足柄上衛生組合、今松田の町長がやってございますけど、

そこに対しまして、どう組合が、衛生組合がごみ処理を担うことについての

協議・検討を文書をもって、一応依頼したというところが今現在の状況でご

ざいます。 

議      長   府川輝夫議員。 

８ 番 府  川   さらに、この質問は当然今答えられないし、方向性も決まってないんでし

ょうけども、既存の南足柄市清掃工場、あるいは我々が加盟している西部清

掃組合、東部清掃組合等、この解体、仮にというか広域をつくって、そして

それぞれが不要になるよといったときはどうするのか、あるいは費用だとか、

現在どの程度議論がされているのか。その辺も含めて説明願いたいと思いま

す。 

議      長   環境課長。 

環 境 課 長   既存施設の解体についてでございますけれども、今現在お話をさせていた

だけるところは、既存施設を使用していた市または組合の構成町がそれぞれ

負担する考え方で、一応整理をさせていただいているという状況でございま

す。 

議      長   府川輝夫議員。 

８ 番 府  川   そうすると、南足柄市清掃工場も南足柄市が責任を持って解体なり、撤去

するという考え方でよろしいでしょうか。 

議      長   環境課長。 

環 境 課 長   今おっしゃったように、現時点では、考え方の整理としては、そういう考
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え方で整理をさせていただいているところでございます。 

議      長   府川輝夫議員。 

８ 番 府  川   いよいよ岸地区の説明会の部分にちょっと移っていきたいと思うんですけ

れども、多くの住民の岸の参加してくれた方、30人ぐらい多分町民の方が出

席されて、いろんな意見が活発に出て、それぞれ言われてることがなるほど

なというふうに感じて、先ほどの答弁の中にも、いくつか反対を含めて厳し

い意見をいただいたということでしたけれども、まず一番やっぱり心配なの

が、収集ルートというか搬送する道、これの安全確保。現在も南足柄市清掃

組合の車は大口橋から岩流瀬橋の県道、ちょうど斑目のところをもうほぼ

100％近くあそこを使って入ってくるようなことで、これはもうずっと以前

から岸地区の課題であり、安全対策をしっかり講じてくれというようなこと

を含めて、継続的に意見が出ていました。 

広域化に伴って、今度はそっちの大口橋から岩流瀬橋に来る、そして想定

されるのが、246の宮地の信号から岩流瀬橋のほうに来る。特に宮地から岩流

瀬橋のところは、皆さんもよく御存じのとおり、特に南原地区、県道の74号

線のＳ字、これは町長ももちろん十数年前、もっと前から地域の県道の改善

の拡幅の第一要望だということ。しかしながら、今も現実は進んでいません。 

それとあと意外と怖いのが八幡神社の下ですよね。特に小学校、あるいは

中学校に行く子どもたちが通って、八幡神社のちょうど下あたりがＳ字にな

っていて、いつもひやっとするような事案が。死亡というようなことはあの

地域ではまだ起きてませんけれども、車が反対になっちゃったり、いろんな

事案が生じて、非常に怖い。 

そんなことを、例えばこれから１市５町で広域で運ばれるものも安全で運

ばれてくるよと、そういうことを考えると、１市５町がみんなで声を上げて、

当然議会も住民も声を上げて、開成町の議員の方にもみんな一緒に、もちろ

ん開成の町長にもみんなで一番危険なところを拡幅していこうよというよう

な運動、そういうふうな拡幅をしないと安全に運ばれないんだよというよう

な動きをすべきだと思いますけども。今まではずっと担当課長のお答えだっ

たので、町長どうですかね。 

議      長   町長。 
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町      長   南原の拡幅については、県西土木のほうで行うというところは、かなり前

から聞いておりますけども、いつ行うかについては、なかなか明確な答えが

得られませんでしたけども、当然こういったようなごみの広域化計画の進捗

状況について考えれば、当然、そのことはさらに明確な要望をしていかなけ

ればいけないというふうに認識しております。 

議      長   府川輝夫議員。 

８ 番 府  川   それとあと、例えば山高から松田町との246がもしやのときに、例えばそ

ういうところの道路も、条件闘争じゃないんですけれども、併せてそういっ

たことまで含めて１市５町、特に松田と協力しながら、何かあった場合に、

例えば山高のところから松原線、そして茱萸ノ木のところに入って、大口の

ほうに行って、それから岩流瀬に行くようなことも一つ確保していくような

ことも必要なのかな。この際そんな運動もしたらどうかなと思うんですけど、

町長どうなんでしょうか。 

議      長   町長。 

町      長   当初、私のほうで搬入路については、少なくとも246から山高のところとい

うのは、一つの何か災害時の代替案だというふうに思いますけど、そうでな

くて、県道の721号線ですか、そこを渡って大口から右へ曲がるのはどうして

も勘弁してほしいと。ものすごい混んじゃって、今でも右折するトラックが

あると、何台か後ろに詰まっちゃってる状態ですから、少なくとも三菱ガス

さんのところを右折するようなものは、山北で収集した収集車はしょうがな

いにしても、ほかの、他町からの分はぜひ考えないでいただきたいというふ

うに強く言ってますんで、おそらくそういうルートから考えると、山高あた

りから行くルートに関しては、本当に非常事態のときぐらいしか、今のとこ

ろ想定はしておりません。 

議      長   府川輝夫議員。 

８ 番 府  川   山高のところからというと、ちょっと理屈づけが厳しいかな。しかしなが

ら宮地・大口から岩流瀬に入ってくる、この安全を確保しよう。行き違いが

大型ができないようなところは、なるべく早くみんなで声を出して、一体と

なってやっていきましょう。これ、改めて、町長やりましょうよ。いかがで

すか。 
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議      長   町長。 

町      長   それは当然だろうというふうに思ってます。前からずっとその件に関して

は、大型車が別にごみの問題じゃなくて、もともとはアサヒビールさんがあ

ったときから危険である、すれ違えないということで要望いただいて、そし

て県のほうにもお伝えして、それはやりましょうということで、やるという

返事はいただいてるんですけど、具体的なスケジュールについて答えはいた

だいてないということで。一度かなり前では、金太郎ラインのところが終わ

ればというようなことは言ってましたけれども、それも今になってみれば、

まだ実現しておりませんので、それは強く要望していきたいというふうに思

っております。 

議      長   府川輝夫議員。 

８ 番 府  川   合意形成のことについて、ちょっと質問をさせていただきます。 

答弁書の中では、最終的には議会における議決が必要であると考えていま

す。山北の立場でいくと西部清掃組合、これをどうするのか。前後しますけ

ども、最終的に決めなくちゃいけない。 

本来であれば、二つの町の議会議員３人ずついるんですかね。それと会長、

組合長、その中で決める話なんでしょうけども、でも物事が大きくて、町か

らも多分相当な、１年間、今３億数千万円、歳入歳出でかかっている。その

費用の負担金も二つの町から結構出ていく。そんなことも考えると、西部清

掃組合だけの議会じゃなくて、それぞれの町の議会で決まったことをそこに

反映していこうというようなそういうお考えということでよろしいんでしょ

うか。 

議      長   町長。 

町      長   当然、そういう考えになるというふうに認識しております。 

議      長   府川輝夫議員。 

８ 番 府  川   そうしますと、前後しますけども、南足柄市の内山地区に新たに広域のご

み処理場を造るよと、可燃ごみの施設を造るよという決定も同じようにそれ

ぞれの１市５町の議会の賛否というか議決を得て、それを反映させる。そし

て、今度一部事務組合、何でしたか、あれ。足柄上衛生に移行するときも、

それぞれの１市５町と議会を受けてやっていくと。細かいことは別としまし
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て、そんな考え方でよろしいでしょうか。 

議      長   町長。 

町      長   私はそういうふうに考えております。少なくとも上衛生なんかは２人しか、

議長と委員長しか入っておりませんので、これだけ大きな問題を２人が決断

するというのは、私はまずいんではないかということを言っておりますので、

基本的には各議会で決めたことを執行していただくというふうになるという

ふうに思っております。 

議      長   府川輝夫議員。 

８ 番 府  川   もちろん足柄上衛生、今言われたように、議長と今だと福祉の委員長が出

てますけども、例えばこれが広域化のごみの問題も、そこで処理というか担

当するよということになったときに、首長、そして例えば議長、今山北で言

いますと２人の常任委員会の委員長とか、構成をもっと拡大したり、慎重審

議をしなくてはいけない重要な場合がありますので、そういったことは町長

が今、１市５町の代表者に答えられる話ではないかもしれませんけども、町

長の考え方をお聞かせください。 

議      長   町長。 

町      長   私も上衛生の中で申し上げたことは、要するに担当委員長が入ってない、

福祉教育が入っちゃってる、それはおかしいだろうと。ですから、担当委員

長が増えるべきだということで、少なくとも今の２人体制から３人体制にし

なければ、やはりスムーズな運営はできないだろうというふうに申し上げて

ありますんで、それが実行できるかどうかは、また上衛生の議会の中のこと

だというふうに感じております。 

議      長   府川輝夫議員。 

８ 番 府  川   これは我々議会、山北の議会もよその議会も一体となって、今町長が、し

っかりとした体制をつくるためには、例えば山北で行くと福祉教育の委員長

だけじゃなくて、例えば総務環境の委員長とか、いずれにしてもしっかりと

した規模の議会体にしてやっていくというのは、町長も発言していただきた

いし、私たちも発言をしていきたいと思います。ぜひそのようにしていただ

きたいと思いますけど。繰り返しですが、よろしいでしょうかね、そういう

考えで。 
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議      長   町長。 

町      長   ほかの町の組合さんがどういうふうになっているか、私もよく分かりませ

んけど、うちの議会に関しては、少なくともごみのことを担当している委員

会は総務環境委員会委員長ということになりますので、その委員長が入って

ない中で議決を求めるのは不適切だというふうに発言しておりますので、そ

れをどういうふうに取り扱うかはこれからの課題だというふうに思っており

ます。 

議      長   府川輝夫議員。 

８ 番 府  川   岸地区の説明会、先ほども説明がありました令和５年の11月の15日と、つ

い先日の２月の21日、丁寧に２回、意見交換を進捗も含めて、今こんなこと

やってますよということと、広域の必要性、西部清掃の課題を含めて説明を

していただいて、私自身はそのとおりだと。特に11月の15日の資料は、課題

から今後の方向性まで、当然細かいところは、先ほどの質問と同じように検

討事項ということありますけれども、一議員として町民として非常に説明内

容、理にかなったもの、合理的なものだなというふうには感心しておりまし

た。 

しかしながら、その説明会、２回の説明会に、同じような人がほとんど出

てくれたんですけども、さっき言った30名程度はいたと思いますけども、広

域化の件については、岸地区の連合自治会、あるいは自治会等の役員経験者

は、平成27年の10月の内山地区自治会役員への説明後、すぐに同年27年の10

月29日に山北町より初めての説明があり、その後、令和４年10月５日の南足

柄清掃工場の４者協議会で説明を受けて、令和５年11月15日、先ほど言いま

した今年の２月21日の説明会を聞き、情報は、結構皆さん深掘りされて、い

ろんな意見が出たところだというふうに認識してます。 

１市５町の総意と合理的理由によって焼却場の場所を選定するなど、本来

であれば、白紙状態から上郡のどこが本当の適切なのか、もう岸の住民はあ

そこありきでというようなことで、非常に繰り返しますけども、ちょっと不

審な気持ちである。全てにおいて南足柄市の都合と指導で内山地区での建設

ありきで進めてきた。そんな思いが私たちというか、岸の特に住民は強く不

満と不快感を意見交換でも多くの方の御発言がありました。 
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ごみの焼却処理広域化事業に山北町が２回の説明を受けてやっていくのか、

いや、まだいろんな反対意見があるからどうするのか、町長が明確に答えて

いただけなかった方向感の、町長の考え方を示されなかったというふうに、

参加されてる人の多くがそれはちょっと不安に思ってるんですよね。 

改めて、町長５年のこれからいろんな課題はあるけども、岸の説明もさら

にしていくけども、やっていくのか、いや、もう少し検討しましょうと、検

討というか相当時間をかけていくでしょうけども、やる方向で推進者の立場

にいるのか、推進していきたいのか、その辺の気持ちをお聞かせください。 

議      長   町長。 

町      長   推進していきたいというのは、一番最初に１市５町で取り決めたときにも、

私としては推進していきたい。私が今何を一番悩んでるかというと、一番最

初の和田議員のところにもありましたけども、ものすごく資材費が上がって

いるわけですよ。ですから、これを耐えられるかどうかというのが一番の私

としては懸念材料ですね。正直言って、一説には145億、もう一方は190億と

いうようなレートが建設業で若干出ております。実際に今の建築コスト等の

上昇を見ると、最悪のことも考えていかなきゃいけない。そうすると、今検

討協議会の資料では、多分145億が出てくると思います。145億で皆さんに仮

に承諾してもらって、蓋を開けたらずるずる上がっていってというふうなこ

とになるのだけは避けたいというふうに思っておりますんで、私もそこだけ

は推進はしたいけど、とにかく異常な値上がりの中でこれを決断していくと

いうのは、議会の皆さんとやはりそのところは本当に納得するまで話し合い

ながらやらないと無理だなというふうに思っておりますんで、そこのところ

は懸念材料として挙げさせていただきます。 

議      長   府川輝夫議員。 

８ 番 府  川   資材の高騰、見えない高騰が懸念材料だよと。最初想定した金額よりも、

場合によっては200億までは行かないかもしれないけども行くよ。それを町民

に負担させるのがというようなことかもしれません。 

しかしながら、町長がやりましょうよと、それで行かないと課題整理が、

これからいろんな整理ができていかないと思うんですよ。その時点でもう一

度金額的なものを含めて精査してもいいんじゃないでしょうか。 



 

18 

ですから、今岸の町民を含めて町民にやるのかやらないのか分かんないと

いうことではなくて、懸念材料もあるよ、課題解決あるよ、だけどまずやり

ましょう、それで事業を進める。その中であまりにもむちゃな金額、あまり

にもむちゃな運営体制、体制というか、運営しなくちゃいけないなといった

ときに戻ってもいいんじゃないのかと。このごみ処理の問題というのは、さ

らに先延ばしにする課題ではないというふうに考えますけれども、町長どう

でしょうか。 

議      長   町長。 

町      長   おっしゃることはそのとおりだというふうに認識はできます。そういうよ

うな一つの事業体の中で全てが完結していくということであるなら、私は間

違いなく賛成するというふうに思ってます。 

しかし、現実的にこれを進めていくとどういうことが起こるかというと、

基本的にはまず可燃ごみの問題が生じてます。それが皆さんに今を御説明し

てる問題です。そして、不燃と粗大を別のところでやるという計画案です。

これにも、当然、皆さんにまた御承諾をしていただかなきゃいけない。その

ほかに西部清掃を終結させるというものが入ってきます。この三つが全て一

つの事業の中で執行される。一つでも狂ったら、我々としては違う選択肢が

得られない。そのところを令和６年度中に決断しなければいけないというの

が今の状況でございます。 

ですから、府川議員のおっしゃるように、ここでやりましょうというのは、

私はそこまで実際のところがまだ読めてませんので、今分かってるのは可燃

ごみだけしか分かっておりません。あと二つの問題は、まだ少し時間をかけ

て精査していかないと、皆さんにお答えできない状況でありますんで、それ

については、１回決断したことを、やっぱりこういう問題があるからやめま

すよとやめた途端に、山北のごみはどこに行けばいいんだという話になりま

すので、そういうことを考えますと、やらなきゃいけないことは、もう99％

そのつもりでおりますけども、あまりにも財政的な問題、あるいは様々な問

題がまだまだ控えておりますんで、そういった意味では、万が一のことも考

えながら頭の片隅でもし駄目だったらどういうふうにしようかというのを考

えながらやっておりますんで、その辺は御理解いただければというふうに思
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っております。 

議      長   府川輝夫議員。 

８ 番 府  川   先ほど、私可燃ごみ以外のものはどうするのかという質問をさせていただ

きました。まさに全体像が見えてないところが私自身もちょっと納得がいか

ないところではあります。 

しかしながら、人口減少はこの勢いで１市５町、開成町はちょっと違うか

もしれませんけれども、足柄上地区１市５町がこの勢いで人口減少が進んで

いくと、さっき私が言ったように、今の半分とは言わないけれども、30％は

20年後には少なくなる、そんな見込み、嫌な見込みがあるわけですね。財政

力と人口減少等を考えると、やはり苦渋の判断かもしれないけども、早い判

断が必要かというふうに思います。改めて、残り１分ですけども、町長のも

っとこんなことを言いたかったよということも含めてどうぞ。 

議      長   町長。 

町      長   当初の計画にゴーサイン、行きましょうというふうに私の判断したときに

は、少なくとも西部清掃は延命して、令和15年か16年ぐらいまでは引っ張り

たかった。その後、合流というスケジュールで、そのときの首長さんは大体

その案でいいでしょうというふうに簡単に答えてくれましたけど、それが、

南足柄さんの中では駄目だという中で、その選択肢が取れなくなってしまっ

た。そうするとどういうふうなことが起こるかということですよね。 

つまり一番早く、山北町がごみが持っていけなくなる、多分そうなると思

います。令和７年、来年、再来年、もしかしたら今の決断をすることによっ

て使えなくなる可能性はあります。そうすると令和11年まではごみをどこか

に委託しなきゃいけない。そういったことも決して起こり得ないことではな

い。 

つまり、いろんな想定が今できてしまってる。これを今府川議員のおっし

ゃるように決断してくれと簡単におっしゃいますけれども、私としては、ま

だこの段階でもう90％以上は行かなきゃいけないというのは理論的に分かっ

てるんですけど、これをただ軽々しく、さあ皆さん行きましょうというふう

なことはなかなか言えない。一番大きな原因はエコループです。あれだけの

経済的な効果は多分あるだろうという中で、町民を巻き込んで二分して起き
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たことです。 

こういったことを考えると、私は最低限そういったことだけは避けていき

たいというふうに考えておりますので、そういうようなお答えで勘弁してい

ただければと思います。 


